
福岡市医師会看護専門学校からのお知らせ 

 

 

福岡市医師会看護専門学校 卒業証書における割印廃止について 

 

これまで本校の卒業証書につきましては、卒業証書の発行台帳との整合性を

確認するため割印を押印したうえで交付しておりました。 

しかしながら、卒業証書の発行台帳により卒業証書の発行対象者および発行

事実を正確に確認することが可能であるため、割印による証明の必要性が低下

していること、また、割印についての法的根拠はなく、割印がなくとも卒業証

書としての効力・有効性に影響ないことが一般的となっております。 

このような状況を踏まえ、本校では令和７年度卒業生（令和８年３月卒業）

へ交付する卒業証書より割印を廃止することといたしました。 

卒業生ならびに保護者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 
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